
「
蔵
人
式
」

と

「
蔵
人
所
轄
」
の
再
検
討
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1
『
新
撰
年
中
行
事
』
船
引
の
「
蔵
人
式
」
新
出
逸
文
を
め
ぐ
っ
て
一

は
　
じ
　
め
　
に

　
「
蔵
人
式
」
は
蔵
人
の
職
務
と
作
法
お
よ
び
蔵
入
が
奉
仕
す
る
儀
式
の
次

第
な
ど
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
「
寛
平
蔵
人
式
」
一
巻
と
「
天
暦
蔵
人
式
」

二
巻
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
両
書
は
と
も
に
供
書
で
あ
る

た
め
、
諸
書
に
引
か
れ
た
「
蔵
人
式
」
逸
文
を
収
集
す
る
努
力
が
、
和
田
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

松
氏
ら
の
先
学
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
逸
文
の
収
集
と
並
行
し
て
、

「
蔵
人
式
」
の
式
文
を
抄
出
引
用
し
た
書
物
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
逸

文
を
も
と
に
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
成
立
年
代
を
割
り
出
す
試
み
な
ど
が
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
な
か
か
ら
、
特
筆
す
べ
き
業
績
を
書
き
出

し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

e
　
　
『
侍
中
群
要
隔
の
な
か
で
「
式
抄
」
「
式
」
な
ど
と
注
記
さ
れ
て
い
る

　
記
事
に
、
「
蔵
人
式
」
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

西

本

昌

弘

　
　
　
　
②
　
　
　
　
③

　
吉
村
茂
樹
・
森
田
悌
爾
氏
の
研
究
。

口
　
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
る
『
蔵
人
式
』
の
写
本
を
紹
介
し
、
こ
れ

　
が
「
蔵
人
式
」
か
ら
年
中
行
事
の
月
日
と
行
事
名
だ
け
を
書
き
抜
い
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
今
江
墨
型
氏
の
研
究
。

G∋

@
　
呪
西
宮
記
臨
巻
藁
、
侍
中
事
に
｝
つ
書
き
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
記
事
は
、

　
「
天
暦
蔵
人
式
」
か
ら
一
括
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し

　
　
　
　
　
⑤

　
た
渡
辺
直
彦
氏
の
研
究
。

四
　
　
「
蔵
人
式
」
逸
文
に
み
え
る
菊
花
節
会
・
射
場
始
な
ど
の
式
日
か
ら
、

　
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
撰
定
年
代
を
天
暦
四
、
五
年
か
ら
同
九
年
ま
で
の
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
⑦

　
年
間
に
限
定
し
た
渡
辺
直
彦
・
清
水
潔
両
氏
の
研
究
。

㈲
　
　
『
親
信
卿
記
』
の
な
か
に
「
式
云
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
式
云
」
と

　
は
明
記
せ
ず
に
、
「
蔵
人
式
」
の
逸
文
が
6
1
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
⑨

　
に
し
た
山
本
信
吉
・
渡
辺
直
彦
両
氏
の
研
究
。



「蔵人式」と「蔵人所例」の再検討（西本）

㈹
　
　
『
撰
集
秘
記
』
が
引
用
す
る
諸
書
の
う
ち
、
お
お
む
ね
「
九
条
年
中
行

　
事
」
の
前
に
引
か
れ
て
い
る
の
が
「
蔵
人
式
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

　
　
⑩

　
所
功
氏
の
研
究
。

　
以
上
に
掲
げ
た
諸
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
に
よ
っ
て
、
「
蔵
人
式
」
逸
文
の

発
掘
が
進
む
と
と
も
に
、
「
蔵
人
式
」
の
性
格
や
成
立
年
代
が
次
第
に
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
筆
者
は
さ
き
に
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
に
伝
え
ら
れ
た
古
典
籍
の
な
か
に
、

回
書
と
考
え
ら
れ
て
き
た
藤
原
行
成
の
『
新
撰
年
中
行
事
』
の
完
全
な
写
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
存
在
す
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
写
本
の
な
か
に
は
「
蔵
入
式
」
の

逸
文
が
数
多
く
引
か
れ
て
お
り
、
新
出
の
「
蔵
人
式
」
逸
文
（
趣
意
文
を
含

む
）
も
三
十
条
近
く
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
従
来
の
「
蔵
人
式
」
に

対
す
る
通
説
を
一
部
修
正
す
る
知
見
も
含
ま
れ
て
お
り
、
「
蔵
人
式
」
の
研

究
上
に
檸
益
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
、

『
新
撰
年
中
行
事
」
に
引
か
れ
る
「
蔵
人
式
」
関
係
の
漸
出
逸
文
を
紹
介
し
、

新
た
な
知
見
が
も
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

　
①
和
田
英
松
編
・
森
克
己
校
訂
『
国
書
逸
文
』
（
森
克
己
、
一
九
四
〇
年
）
。
和
田

　
　
氏
の
収
集
逸
文
を
さ
ら
に
増
補
し
て
、
「
蔵
人
式
」
逸
文
を
集
大
成
し
た
の
が
、

　
　
所
功
「
蔵
入
式
」
（
『
新
訂
増
補
国
書
逸
文
』
国
書
刊
行
会
、
【
九
九
五
年
）
で
あ

　
　
る
。

　
②
吉
村
茂
樹
「
蔵
入
式
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
歴
史
地
理
』
四
六
⊥
二
、
一
九

　
　
二
五
年
）
。

③
森
頒
悌
「
蔵
人
式
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
官
司
制
度
史
研
究
序
説
』
現
代
創

　
造
社
、
一
九
六
七
年
）
。

④
今
江
慶
道
「
宮
内
庁
替
陵
部
所
蔵
『
蔵
人
式
』
に
つ
い
て
扁
（
『
古
事
類
苑
月

　
報
』
　
一
〇
、
一
九
六
八
年
）
。

⑤
渡
辺
薗
彦
「
『
蔵
人
式
』
管
見
」
（
『
日
本
歴
史
』
ヨ
○
○
、
一
九
七
三
年
。
の

　
ち
「
蔵
人
式
と
『
西
宮
記
隔
巻
十
」
と
改
題
し
て
、
『
日
本
古
代
官
位
制
度
の
基

　
礎
的
研
究
』
増
訂
版
、
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
七
八
年
に
再
録
）
。

⑥
渡
辺
直
彦
注
⑤
論
文
。

⑦
清
水
潔
「
清
涼
記
と
薪
儀
式
と
天
暦
蔵
人
式
」
（
『
皇
学
館
論
叢
』
九
一
二
、
一

　
九
七
六
年
）
。

⑧
山
本
信
吉
義
親
信
卿
記
幅
の
研
究
〕
（
岩
橋
小
弥
太
博
士
頒
寿
記
念
会
編
『
日

　
本
史
籍
論
集
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
六
九
年
）
。

⑨
渡
辺
直
彦
翼
親
信
卿
記
輪
と
儀
式
」
（
『
日
本
祭
祀
研
究
集
成
』
一
、
名
著
出

　
版
、
　
九
七
八
年
。
「
蔵
入
方
行
事
と
腕
親
信
卿
記
隔
」
と
改
題
し
て
、
前
掲
の

　
『
B
本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎
的
研
究
衝
増
訂
版
に
再
録
）
。

⑩
所
功
a
「
『
撰
集
秘
記
㎞
の
基
礎
的
研
究
」
（
『
日
本
学
士
院
紀
要
輪
三
五
…
三
、

　
～
九
七
八
年
。
の
ち
『
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
本
撰
集
秘
記
隔
国
書
刊
行
会
、
一

　
九
八
六
年
に
再
録
）
、
菊
皿
b
「
「
蔵
人
式
』
の
復
元
」
（
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史

　
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
）
。

⑪
西
本
昌
弘
門
東
山
御
文
庫
所
蔵
の
二
冊
本
『
年
中
行
事
』
に
つ
い
て
i
伝
存

　
し
て
い
た
藤
原
行
成
の
『
新
撰
年
中
行
事
㎞
1
」
（
「
史
学
雑
誌
』
　
　
〇
七
－
二
、

　
一
九
九
八
年
）
。

　
　
　
　
　
｝
　
「
延
喜
蔵
人
式
」
と
「
天
暦
蔵
人
式
」

『
新
撰
年
中
行
事
』
は
「
蔵
人
式
」
の
逸
文
を
五
十
例
近
く
引
用
し
て
い
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る
が
、
そ
の
な
か
に
は
ま
っ
た
く
の
新
出
逸
文
と
と
も
に
、
既
出
逸
文
の
一

部
分
を
補
正
す
る
参
考
逸
文
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
参
考
逸
文
も
含
め
る

と
新
た
に
確
認
さ
れ
た
逸
文
は
三
十
一
条
を
数
え
る
。
こ
れ
ら
を
逐
一
掲
出

し
て
説
明
を
加
え
る
の
は
煩
雑
な
の
で
、
新
出
逸
文
の
全
体
は
本
稿
朱
尾
に

付
載
す
る
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
注
目
す
べ
き
も
の
を
選
び
出

し
て
、
基
礎
的
な
検
討
を
行
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
第
…
に
「
延
喜
蔵
人
式
」

の
逸
文
で
あ
る
（
以
下
、
本
文
中
の
史
料
番
号
は
本
稿
末
尾
に
集
成
し
た
逸

文
番
号
と
同
じ
）
。

⑭
（
三
月
三
日
）
同
日
御
燈
事

　
　
延
喜
蔵
人
式
云
、
三
日
御
燈
、
艇
蘭
鮎
干
与
幣
欝
畑
ピ
徽
二
七
報
麟
定
離
膠
胆
今
日

　
　
天
暦
式
典
、
三
日
御
燈
、
醜
繍
葎
加
醒
午
甜
和
観
劇
鱒
髄
雛
醐
虚
勢
瓜
ア
瀧
粧
糾
御

　
　
浄
食
云
々
、
巳
刻
、
内
蔵
寮
申
奉
御
燈
畢
之
由
、
三
二
号
、

　
　
其
後
御
膳
用
魚
味
、
若
樹
御
燈
停
止
、
同
旨
有
御
二
毛
、

⑳
（
六
月
）
三
日
号
侍
臣
舞
降
納
官
等
第
文
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
相
〕

　
　
天
暦
蔵
人
式
云
、
注
云
、
加
加
去
月
上
昇
奏
云
々
、
靴
磨
臣
下
内
蔵
寮
、

　
　
出
納
下
穀
倉
院
、
小
舎
人
等
第
文
、
蔵
人
直
下
穀
倉
院
、
又
出
納
・
小

　
　
舎
人
等
夏
衣
服
文
、
同
直
下
内
蔵
寮
、
動
燃
胴
冤

　
　
今
案
、
色
目
見
所
例
之
注
、
不
得
寓
意
、
所
演
只
二
等
第
・
日
数
拝
其

　
　
物
数
等
、
至
子
衣
服
色
厨
不
注
、
又
延
喜
式
豊
凶
所
例
、
殿
上
上
等
、

　
　
百
六
十
夜
、
四
瑛
中
等
百
冊
夜
八
十
、
二
疋
、
出
納
日
夜
如
上
、
髪
上

　
　
等
、
醐
聯
博
中
等
、
＋
靖
小
舎
人
上
等
、
五
し
中
等
、
四
、
下
等
、
三
L

　
⑭
は
三
月
三
日
の
御
燈
に
関
す
る
「
延
喜
蔵
人
式
」
と
「
天
暦
式
」
（
「
天

暦
蔵
人
式
」
）
の
規
定
を
並
べ
て
引
用
し
た
も
の
で
、
両
者
の
記
述
を
対
比

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
旧
の
「
蔵
人
式
」
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
延
喜
蔵
人
式
」
に
よ
る
と
、
三
月
一
日
か
ら

三
日
ま
で
天
皇
は
潔
斎
と
精
進
に
つ
と
め
、
三
日
に
内
蔵
寮
が
御
燈
を
（
僻

邑
寺
に
）
奉
っ
た
の
ち
に
、
蔵
人
か
ら
御
前
に
魚
味
が
供
せ
ら
れ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
「
天
磨
蔵
人
式
」
は
、
三
月
一
日
か
ら
三
日
目
で
の
御
坐
食
と
御

燈
奉
献
後
の
魚
味
進
供
を
定
め
る
～
方
で
、
三
月
朔
日
に
宮
主
が
御
燈
の
奉

否
を
ト
い
、
不
浄
な
ど
の
理
由
で
御
燈
の
奉
献
を
停
止
す
る
場
合
は
、
三
日

に
御
襖
を
行
う
こ
と
を
規
定
す
る
。
延
喜
の
段
階
に
お
い
て
は
、
御
燈
は
原

則
と
し
て
奉
献
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
天
暦
の
段
階
に

お
い
て
は
、
三
月
朔
日
に
懐
疑
が
ト
諾
し
た
結
果
に
よ
っ
て
、
奉
献
を
と
り

や
め
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
御
燈
に
お
け
る
由
の
祓
の
初
見
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

『
難
解
王
記
』
延
長
八
年
九
月
三
目
条
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「
蔵
入
式
」

の
式
文
に
あ
ら
わ
れ
た
御
燈
の
儀
式
も
、
延
喜
か
ら
天
暦
ま
で
の
間
に
大
き

な
変
容
を
と
げ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
伝
本
『
蔵
入
式
』
に
も

只
三
月
）
三
日
、
御
燈
」
と
み
え
て
お
り
、
『
撰
集
秘
記
』
九
月
三
日
御
燈

事
が
引
く
推
定
「
蔵
人
式
」
逸
文
に
は
、
「
三
日
御
燈
、
御
襖
、
～
同
三
月
」

と
み
え
て
い
る

　
⑳
は
六
月
三
日
に
月
奏
と
と
も
に
侍
臣
・
出
納
な
ど
の
黒
鯛
文
を
奏
上
す
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る
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
、
「
今
案
」
以
前
が
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
引
用
と

考
え
ら
れ
る
。
伝
本
『
蔵
人
式
』
に
「
六
月
三
日
、
奏
侍
臣
井
出
納
等
第

文
」
と
あ
り
、
『
西
宮
記
』
巻
十
、
侍
申
事
に
、

　
　
一
、
六
月
三
日
、
奏
侍
臣
舛
出
納
等
第
文
、
翻
精
密
藤
辮
釜
山

　
　
　
　
小
舎
人
等
第
文
、
蔵
入
直
下
穀
倉
院
、
又
出
納
・
小
舎
人
等
夏
衣

　
　
　
　
服
文
、
同
直
下
内
蔵
寮
、
寵
鵬
屍
所

と
あ
る
。
『
西
宮
記
』
の
記
事
は
逸
文
⑳
と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
り
、
こ
れ

ら
が
「
天
暦
蔵
入
式
」
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
今
案
」
以

下
は
藤
原
行
成
の
付
加
文
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
「
蔵
人
式
」
中
の
「
色
厨

同
見
所
例
也
」
と
い
う
分
注
に
疑
問
を
呈
し
た
も
の
で
、
「
所
例
」
に
は
等

第
・
臼
数
と
物
数
だ
け
が
記
さ
れ
、
衣
服
の
色
目
は
注
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
。
そ
し
て
「
延
喜
式
」
も
ま
た
「
所
例
」
の
如
く
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

前
掲
し
た
逸
文
⑭
の
「
延
喜
蔵
人
式
云
、
（
中
略
）
天
暦
式
云
」
と
い
う
引

用
法
を
参
照
す
る
と
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
あ
と
に
引
か
れ
た
こ
の
「
延
喜

式
」
は
「
延
喜
蔵
入
式
」
を
さ
す
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
づ
い
て
引
用

さ
れ
る
「
殿
上
上
等
、
百
六
十
夜
、
四
疋
」
以
下
の
規
定
は
、
文
脈
的
に
み

て
「
延
喜
蔵
入
式
」
か
「
所
蔵
」
の
引
用
文
と
推
測
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く

「
所
例
」
の
引
用
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
『
侍
中
群
要
牛
巻
六
、
月
奏
文

に
は
「
三
日
以
前
奏
聞
、
但
十
二
月
・
六
月
、
加
等
第
書
算
之
、
事
望
見
式

井
平
起
、
在
六
月
巻
」
と
あ
り
、
奏
溶
岩
文
の
こ
と
は
「
蔵
人
式
」
と
「
所

由
」
の
六
月
巻
に
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
さ
て
、
以
上
に
掲
げ
た
二
点
の
史
料
か
ら
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
に
対
比
さ

れ
る
も
の
と
し
て
「
延
喜
蔵
人
式
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

「
延
喜
蔵
人
式
」
と
い
う
名
称
は
ま
っ
た
く
初
見
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ

る
い
は
「
寛
平
蔵
人
式
」
を
混
同
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
み
ら
れ
る
が
、

「
寛
平
蔵
人
式
」
の
編
纂
さ
れ
た
寛
平
二
年
と
延
喜
年
間
と
で
は
在
位
の
天

皇
も
異
な
り
、
両
者
の
間
に
は
昌
泰
の
年
号
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら

を
混
同
す
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。

　
延
喜
年
間
に
も
「
蔵
人
式
」
が
編
纂
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
念
頭

に
置
い
て
、
改
め
て
関
連
史
料
を
見
直
し
て
み
る
と
、
『
新
撰
年
中
首
鼠
』

以
外
に
も
「
延
喜
蔵
人
式
」
を
引
用
し
て
い
る
史
料
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は

『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
七
月
七
日
条
の
乞
衆
評
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
。

　
　
七
日
、
儀
式
装
束
如
蔵
人
式
、
天
徳
二
年
記
云
、
祭
具
難
事
、
下
孫
庇

　
　
御
簾
、
同
馬
副
第
三
間
鋪
錦
毯
代
、
（
中
略
）

　
　
記
芸
、
御
手
本
拝
御
琴
笛
置
御
前
、
（
中
略
）

　
　
記
云
、
机
蔵
人
所
云
々
、
高
机
四
脚
、
南
北
相
別
立
之
、
（
中
略
）

　
　
延
一
瓶
、
内
蔵
鰯
油
三
升
、
納
殿
出
名
香
　
合
、
内
侍
所
進
白
粉
二
合
、

　
　
油
単
用
土
器
、

　
こ
の
記
事
は
「
蔵
人
式
」
（
お
そ
ら
く
「
天
暦
蔵
人
式
」
）
と
「
天
徳
一
　
年

記
」
を
参
考
に
し
て
、
天
禄
三
年
置
乞
巧
婁
の
茨
戸
と
次
第
を
記
し
た
も
の
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で
あ
る
が
、
こ
こ
に
引
か
れ
る
「
延
式
」
は
迂
曲
平
親
信
の
立
場
や
記
事
の

内
容
か
ら
み
て
、
「
延
喜
蔵
人
式
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
乞
巧
奨
の
さ

い
に
内
蔵
寮
が
土
器
に
油
（
御
燈
明
）
を
入
れ
て
供
し
、
納
殿
が
名
香
（
百

和
香
）
を
出
し
た
こ
と
は
、
『
江
家
次
第
』
三
八
、
七
月
前
江
蘇
巧
璽
事
に

「
西
北
墨
黒
香
華
一
目
、
醐
澱
額
沸
盾
（
中
略
）
内
蔵
寮
供
御
燈
明
、
舗
土
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
、
内
侍
所
か
ら
白
粉
を
召
し
た
こ
と
は
、
『
西
宮

記
嚇
巻
四
、
乞
巧
璽
に
「
召
神
泉
蓮
・
内
侍
所
粉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
判
明

す
る
。
『
西
宮
工
臨
乞
巧
璽
条
の
末
尾
に
は
「
已
上
見
蔵
人
式
」
と
い
う
注

記
が
付
さ
れ
て
お
り
、
『
江
家
次
第
』
の
乞
巧
璽
事
に
も
「
蔵
人
式
」
と
の

異
同
が
胃
癌
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
書
に
み
え
る
乞
巧
璽
の
記
事

が
「
蔵
人
式
」
（
「
天
暦
蔵
入
式
」
）
そ
の
も
の
か
、
「
蔵
人
式
」
を
強
く
意
識

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
こ
れ
ら
と
類
似
し
た
記
載
を
も
つ

『
親
信
卿
記
馬
所
引
の
「
延
式
」
は
、
「
延
喜
諸
司
式
」
で
は
な
く
「
延
喜

蔵
人
式
」
を
さ
す
も
の
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
、
「
蔵
人
式
」
に
は
「
寛
平
蔵
人
式
」
と

「
天
暦
蔵
人
式
」
の
二
種
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、

「
延
喜
蔵
人
式
」
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
蔵
入
式
」
は

寛
平
・
延
喜
・
天
暦
の
三
度
に
わ
た
っ
て
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
な
っ

た
。
こ
の
う
ち
「
寛
平
蔵
人
式
」
は
、
寛
平
二
年
に
左
大
弁
二
葉
相
が
宇
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

天
皇
の
勅
を
奉
じ
て
撰
進
し
た
も
の
で
、
『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
「
蔵
人
式

～
巻
、
冷
感
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
侍
中
群
要
』
巻
一
や
『
禁
秘
抄
臨
巻
上
に

　
　
　
零
蓬

「
寛
平
単
式
」
と
み
え
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「
寛
平
蔵
人
式
」
を
さ
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
③

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
咽
北
山
抄
』
二
三
、
内
宴
事
は
、
「
少
将
取
二
塁
、
出
自
北
警
巡

頭
」
と
い
う
本
文
に
対
し
て
、
「
蔵
人
旧
式
、
酒
正
早
漏
蓋
、
或
蔵
入
頭
可

取
云
々
」
と
い
う
頭
書
を
付
し
て
い
る
。
通
説
で
は
こ
の
「
蔵
入
旧
式
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
寛
平
蔵
人
式
」
を
さ
す
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
「
延
喜
蔵
人
式
」
の
存
在

が
明
ら
か
に
な
り
、
「
延
喜
蔵
人
式
」
と
「
天
暦
蔵
人
式
」
と
を
対
比
的
に

引
用
す
る
逸
文
⑭
の
よ
う
な
例
が
出
現
し
て
み
る
と
、
「
蔵
人
旧
式
」
は

「
延
喜
蔵
人
式
」
を
さ
す
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「
寛
平
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

人
式
」
は
殿
上
蔵
人
の
職
務
心
得
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
が
、

内
宴
の
さ
い
の
細
か
い
儀
礼
を
定
め
た
「
蔵
人
旧
式
」
は
、
少
な
く
と
も
逸

文
か
ら
知
ら
れ
る
「
寛
平
蔵
人
式
」
と
は
や
や
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
こ

の
一
例
の
み
で
断
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
「
蔵
人
旧
式
」
は
「
寛
平
蔵
人

式
」
よ
り
は
「
延
喜
蔵
人
式
」
の
方
に
比
定
し
う
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ

れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
と
い
う
呼
称
は
藤
原
為
房
の
『
貫
首
雑
要

略
臨
（
『
貫
首
抄
』
）
に
み
え
る
の
み
で
、
こ
の
ほ
か
に
は
宮
内
庁
書
陵
部
所

蔵
の
葉
室
本
『
後
二
条
師
通
計
駈
寛
治
六
年
三
月
十
九
日
条
に
「
村
上
蔵
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

式
」
と
あ
る
の
が
唯
一
の
関
連
史
料
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
新
撰
年
中
行
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ヂ蔵人式」と「蔵入所例」の再検討（西本〉

事
』
に
は
三
例
の
「
天
暦
蔵
入
式
」
（
う
ち
～
例
は
「
天
暦
式
」
）
が
引
用
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
名
称
が
そ
れ
ほ
ど
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
。
三
例
の
う
ち
二
例
は
前
掲
し
た
逸
文
⑭
と
⑳
で
あ
る
が
、
⑳
の
「
天

暦
蔵
入
式
」
は
『
西
宮
記
』
巻
十
、
侍
中
事
に
み
え
る
｝
つ
書
き
の
記
事
と

一
致
し
て
い
る
。
残
る
一
例
は
⑳
十
月
五
日
射
場
初
事
に
、
「
天
暦
蔵
人
式

云
、
愛
日
菊
花
宴
、
七
日
初
射
場
云
々
」
と
み
え
る
も
の
で
、
同
様
の
趣
旨

の
「
蔵
人
式
」
逸
文
は
『
年
中
行
事
抄
』
や
『
政
事
要
略
』
巻
二
十
五
に
引

か
れ
て
い
る
か
ら
、
逸
文
⑳
自
体
は
新
嵐
の
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
逸
文

が
「
天
暦
蔵
人
式
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
『
西
宮

記
』
巻
十
、
侍
申
事
の
一
つ
書
き
や
『
年
中
行
事
抄
幅
『
致
事
要
略
』
の
引

く
「
蔵
人
式
」
逸
文
が
「
天
暦
蔵
人
式
」
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
菊
花
節
会
や

射
場
始
の
式
日
を
検
討
し
た
渡
辺
直
彦
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
逸
文
⑳
や
逸
文
⑳
の
記
載
は
渡
辺
氏
の
想
定
を
裏
付
け
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

　
『
新
撰
年
中
行
事
』
に
は
こ
の
よ
う
に
三
例
の
「
天
暦
藏
人
式
」
（
「
天
暦

式
」
）
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
二
例
は
「
延
喜
蔵
人
式
」
（
「
廷
喜

式
」
）
と
と
も
に
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
延
喜
蔵
人
式
」
と
区
別
す

る
場
合
に
は
と
く
に
「
天
暦
蔵
人
式
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合

は
多
く
「
蔵
人
式
」
と
の
み
称
さ
れ
て
引
用
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
①
三
橋
正
「
由
の
祓
に
つ
い
て
」
（
『
奈
良
平
安
時
代
史
の
諸
相
㎞
高
科
書
店
、
一

　
九
九
七
年
）
。

②
『
侍
申
至
要
』
巻
一
に
よ
る
。
『
西
宮
記
』
二
十
、
侍
中
事
や
『
貫
着
雑
要
略
』

　
（
咽
貫
首
抄
軸
）
が
「
寛
平
六
年
」
の
撰
進
と
す
る
の
は
誤
記
か
誤
写
で
あ
る
。
森

　
霞
悌
は
じ
め
に
注
③
論
文
二
｝
九
頁
参
照
。

③
岩
橋
小
弥
太
「
格
式
考
」
（
『
上
代
史
籍
の
研
究
㎞
二
、
桝
目
弘
文
館
、
…
九
五

　
八
年
）
、
赤
出
悌
は
じ
め
に
注
③
論
文
、
所
功
は
じ
め
に
注
⑩
b
論
文
、
岡

　
「
寛
平
小
式
」
（
門
薪
訂
増
補
国
書
逸
文
隔
前
掲
）
。

④
森
田
悌
は
じ
め
に
注
③
論
文
二
二
〇
頁
、
所
功
は
じ
め
に
注
⑩
b
論
文
七

　
五
六
頁
、
同
は
じ
め
に
注
①
論
文
七
三
七
頁
。

⑤
所
功
は
じ
め
に
注
⑳
b
論
文
七
六
〇
頁
。

⑥
和
田
英
松
「
蔵
人
式
」
（
『
本
朝
書
籍
自
録
考
証
撫
明
治
書
院
、
一
九
三
六
年
）
、

　
渡
辺
直
彦
は
じ
め
に
注
⑤
論
文
五
四
七
頁
。

二
　
「
蔵
人
式
御
短
尺
」
と
「
村
上
御
代
短
尺
文
」

　
咽
新
撰
年
中
行
事
』
に
引
か
れ
る
「
蔵
人
式
」
関
係
の
新
出
逸
文
で
、
い

ま
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
「
蔵
人
式
御
短
尺
」
で
あ
り
、
同
書
の
四
月
一

日
条
に
、

　
　
憂
事
愚
輩
、
近
衛
．
兵
衛
、
起
今
呈
番
、
尽
九
雫
番
、

　
　
張
御
寺
事
、
見
承
和
例
、
蔵
入
式
御
短
尺
云
、
注
刀
瓜
者
、
磯
二
二
・
、

と
み
え
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
た
ん
に
「
蔵
人
式
」
と
の
み
称
す
る
の

は
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
「
蔵
入
群
肝
短

尺
」
と
は
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
編
纂
過
程
で
、
村
上
天
皇
が
そ
の
草
案
に
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付
し
た
意
見
書
と
推
定
さ
れ
る
。
東
山
御
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
延
喜
式
覆

奏
短
尺
草
写
臨
と
類
似
の
史
料
で
あ
り
、
「
蔵
入
式
」
の
編
纂
・
改
訂
に
さ

い
し
て
も
、
天
皇
か
ら
侮
ら
か
の
指
示
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
の
「
蔵
人
式
御
短
尺
」
は
き
わ
め
て
短
文
の
た
め
、
そ
の
内
容
を
正
確

に
理
解
す
る
の
は
難
し
い
が
、
ま
ず
最
初
の
「
注
刀
瓜
者
」
と
は
、
「
蔵
人

式
」
の
四
月
　
日
条
に
刀
瓜
（
帯
刀
）
の
こ
と
を
注
記
せ
よ
と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
。
延
喜
内
匠
寮
式
に
は
、

　
　
割
瓜
刀
子
童
枚
、
醐
梶
野
謝
軍
戸
輝
籠
凋
悠
姻
誌
朝
口
縮

と
あ
り
、
瓜
を
割
く
懸
子
二
十
枚
が
毎
年
五
月
～
日
と
七
月
一
日
に
内
匠
寮

か
ら
進
上
さ
れ
た
。
　
方
、
『
西
宮
二
巴
巻
四
の
六
月
一
日
条
に
は
、

　
　
内
匠
寮
進
血
刀
廿
樋
擁
鋼
曳
磨
墨
単
一
貌
凋
百

と
あ
り
、
『
新
撰
年
中
行
事
嚇
の
五
月
五
日
条
に
も
、

　
　
（
五
月
五
日
）
同
日
内
匠
寮
進
野
屋
事
、
観
誕
蒲
酬
琢
肺
刷
『
廿
此
身
ハ
朋
幽
旧

と
あ
る
の
で
、
「
蔵
人
所
承
和
例
」
で
は
「
内
匠
寮
進
瓜
刀
廿
柄
」
の
行
事

は
六
月
｝
目
に
か
け
ら
れ
て
い
た
が
、
「
延
喜
例
」
に
お
い
て
は
こ
れ
が
五

月
五
日
の
行
事
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
蔵
人
所
承
和
例
」
「
延
喜

例
」
『
延
喜
式
』
（
内
匠
寮
式
）
な
ど
に
よ
っ
て
日
次
の
違
い
は
あ
っ
た
が
、

瓜
刀
を
進
上
す
る
行
事
は
五
月
～
日
、
五
月
五
日
、
六
月
一
瓢
、
七
月
一
日

な
ど
に
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
四
月
一
臼
条
に
「
注

刀
病
者
」
と
記
す
「
蔵
人
式
御
短
尺
」
は
、
こ
の
行
事
を
四
月
一
日
目
と
こ

う
に
も
掲
出
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
「
蔵
人
式
御
短
尺
」
の
「
可
載
諸
衛
府
云
々
」
と
い
う
の
は
、
「
張

御
壷
」
の
前
に
掲
げ
ら
れ
た
「
進
御
璽
」
の
行
事
名
に
「
諸
衛
府
」
の
語
を

加
え
載
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
西
宮
記
』
巻
三
の
四
月
一
日

の
と
こ
ろ
に
は
、

　
　
～
、
仁
愛
真
如
、
艶
辮
獣
二
、
霞
尖

　
　
　
、
四
麻
進
檜
扇
、
籍
姻
塑
解
燃
激
順
至
芸

と
あ
り
、
「
進
檜
扇
」
の
前
に
「
四
通
」
の
語
が
付
さ
れ
て
い
る
。
四
月
一

日
の
「
進
肉
醤
」
な
る
行
事
は
、
咽
年
中
行
事
御
障
子
文
』
に
「
近
衛
・
兵

衛
進
御
扇
事
」
、
『
北
山
抄
』
巻
｝
に
「
近
衛
・
兵
衛
四
葉
進
御
重
事
」
、
『
小

野
宮
年
中
行
事
』
に
「
近
衛
府
・
兵
衛
府
進
御
扇
事
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
お

り
、
い
ず
れ
も
「
近
衛
・
兵
衛
」
な
ど
の
「
諸
衛
府
」
の
名
を
冠
し
た
名
称

に
な
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
魍
西
宮
記
』
巻
三
、
四
月
冒
頭
の
記
事
は
「
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

人
式
」
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
に
お

け
る
行
事
名
は
「
近
衛
・
兵
衛
進
檜
扇
」
あ
る
い
は
「
近
衛
・
兵
衛
四
府
三

盛
扇
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
「
天
暦
蔵
人
式
」
は
「
蔵
人
式
御
短
尺
」

の
指
摘
に
沿
っ
て
、
「
諸
衛
府
」
の
語
を
加
え
載
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
蔵
人
式
御
短
尺
」
は
、
「
蔵
人
式
」
に
掲
出
す
べ
き
行
事

項
目
と
そ
の
名
称
を
具
体
的
に
指
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
指
示
が
す
べ
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て
「
天
暦
蔵
人
式
」
に
反
映
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
天
暦
度
の

「
蔵
人
式
」
改
訂
作
業
に
さ
い
し
て
、
村
上
天
皇
が
内
容
や
表
現
に
わ
た
る

細
か
い
注
文
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連

し
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
『
政
事
要
略
隔
巻
二
十
五
、
年
中
行
事
十
一

月
、
初
雪
見
参
に
み
え
る
「
村
上
御
代
短
尺
文
」
で
あ
る
。

　
　
蔵
人
式
云
、
触
事
有
勅
計
、
分
遣
侍
臣
諸
陣
、
摂
取
見
参
、
賜
禄
、

　
　
或
不
帰
、
但
大
雪
之
時
、
殿
上
男
女
房
及
内
侍
所
、
但
朔
旦
冬
至
時
、
諾
鳴
戸
蔵
入
所
、
校
醤
殿
、
内

　
　
竪
所
等
、
主
殿
寮
男
女
宮
、
同
預
見
参
、
遣
侍
臣
取
見
参
、
此
朱
書
、
村
上
御
代
短
尺
文
也
云
々
、

　
分
注
末
尾
の
「
此
朱
書
」
云
々
を
除
く
部
分
が
「
蔵
人
式
」
の
逸
文
で
あ

り
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
が
『
西
宮
記
撫
巻
十
、
侍
中
事
の
一
つ
書
き
に
記
さ

れ
て
い
る
。
愛
書
の
記
事
を
対
比
す
る
と
、
用
い
ら
れ
る
字
句
は
同
一
な
が

ら
、
そ
の
配
列
に
若
干
の
相
違
が
あ
り
、
『
政
事
要
略
』
所
雪
転
の
方
に
錯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

乱
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
～
方
は
完
成
し
た
蔵
人
式
文
、
一

方
は
草
案
へ
の
短
尺
文
で
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
相
違
が
存
在
す
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
を
朱
書
し
た
『
政
事
要
略
』
の
写
本
は
見
当

た
ら
な
い
の
で
、
「
此
朱
書
」
に
相
当
す
る
箇
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
清
水

潔
氏
は
「
或
不
賜
」
以
下
の
細
字
分
注
の
部
分
が
そ
れ
に
あ
た
る
か
と
推
定

　
　
　
③

し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
蔵
人
式
」
の
触
事
有
勅
計
条
に
つ
い
て

も
、
「
朱
書
」
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
「
村
上
御
代
」
の
「
短
尺
文
」
の
存

在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
短
尺
文
」
が
前
述
し
た

「
蔵
人
式
御
短
尺
」
と
関
係
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
村
上
御
代
短
尺
文
」
に
つ
い
て
虎
尾
俊
哉
氏
は
、
「
短
尺
」
と
記

し
て
「
御
短
尺
」
と
記
さ
ず
、
「
村
上
御
代
」
と
記
し
て
「
村
上
天
皇
」
と

も
記
さ
な
い
か
ら
、
村
上
天
皇
震
翰
の
御
短
尺
が
存
在
し
た
こ
と
に
は
な
ら

　
　
　
　
　
④

な
い
と
論
じ
た
。
「
村
上
御
代
短
尺
文
」
を
厳
密
に
解
釈
す
る
と
、
た
し
か

に
虎
尾
氏
の
い
う
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
『
新
撰
年
中
行
事
』
に
「
蔵
人
式
御

短
尺
」
の
語
が
検
出
さ
れ
た
以
上
、
村
上
天
皇
が
「
蔵
人
式
」
に
「
御
短

尺
」
を
加
え
た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
『
政
事
要
略
臨
所
論
の
「
村
上
御
代

短
尺
文
」
も
ま
た
、
村
上
天
皇
自
身
の
御
短
尺
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
蔵
人
式
御
短
尺
」
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
「
天
暦
蔵
人

式
」
の
改
訂
作
業
に
村
上
天
皇
の
意
見
が
強
く
反
映
さ
れ
た
可
能
性
が
浮
上

し
た
が
、
こ
の
こ
と
を
逆
に
い
え
ば
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
編
纂
主
体
は
あ

く
ま
で
も
天
皇
以
外
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
天
暦
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

人
式
」
は
村
上
天
皇
の
単
作
で
あ
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
「
蔵
人
式
御

短
尺
」
の
存
在
は
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
、
『
延
喜
式
』
の
編
纂

時
と
同
じ
く
、
「
御
短
尺
」
に
よ
っ
て
「
蔵
人
式
」
草
案
に
意
見
を
述
べ
た

天
皇
は
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
監
修
者
の
立
場
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。　

「
蔵
人
式
御
短
尺
」
の
問
題
は
ま
た
、
『
延
喜
式
覆
奏
短
尺
草
写
』
の
作

者
問
題
に
も
一
石
を
投
じ
る
で
あ
ろ
う
。
東
山
御
文
塵
本
『
延
喜
式
覆
奏
短
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尺
草
写
』
の
包
紙
に
は
「
村
上
天
皇
震
翰
」
な
る
上
書
が
記
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
虎
尾
氏
は
こ
の
上
書
を
後
世
の
誤
伝
と
し
、
そ
の
信
懸
性
を
否

定
し
た
が
、
『
薪
撰
年
中
行
事
輪
中
に
「
蔵
人
甥
御
短
尺
」
の
語
が
み
え
、

そ
れ
が
村
上
天
皇
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
『
延
喜
式
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
御
短
尺
」
の
作
者
に
つ
い
て
も
、
通
説
の
醍
醐
天
皇
説
と
は
別
に
、
村
上

天
皇
説
を
検
討
し
て
み
る
価
値
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
①
『
西
宮
記
隔
巻
三
の
四
月
冒
頭
部
分
に
は
蔵
人
に
深
く
関
わ
る
行
事
が
列
記
さ

　
　
れ
、
そ
の
分
注
に
「
承
和
例
」
が
二
例
引
用
さ
れ
る
な
ど
、
「
言
上
見
蔵
人
式
」

　
　
と
注
記
さ
れ
る
『
西
宮
記
隔
巻
四
の
七
月
習
頭
部
分
と
よ
く
似
た
様
相
を
呈
し
て

　
　
い
る
。

　
②
渡
辺
直
彦
は
じ
め
に
注
⑤
論
文
五
四
三
頁
。

　
③
清
水
潔
は
じ
め
に
注
⑦
論
文
五
八
頁
。

　
④
　
虎
尾
俊
哉
弼
延
喜
式
覆
奏
短
尺
草
輪
に
つ
い
て
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

　
　
研
究
報
告
睡
六
、
～
九
八
五
年
）
。

　
⑤
森
田
悌
は
じ
め
に
注
③
論
文
二
二
八
頁
。

　
⑥
虎
尾
俊
哉
門
延
喜
式
』
（
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
六
四
年
）
、
同
士
④
論
文
。

　
　
　
　
　
　
三
　
　
「
蔵
人
所
例
」
1
1
「
所
例
」
と
「
承
和
例
」
「
延
喜
例
」

　
蔵
人
所
に
関
係
す
る
法
令
も
し
く
は
施
行
細
則
と
し
て
は
、
「
蔵
人
式
」

の
ほ
か
に
「
蔵
人
所
例
」
が
存
在
す
る
。
「
蔵
入
所
例
」
は
「
所
例
」
と
も

呼
ば
れ
、
『
政
事
要
略
』
隅
撰
集
秘
記
』
な
ど
が
引
く
「
蔵
人
式
」
逸
文
申
に

み
え
て
い
る
が
、
『
新
撰
年
中
行
事
』
の
な
か
に
も
「
所
課
」
が
い
く
つ
か

引
か
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
や
は
り
「
蔵
人
式
」
の
逸
文
中
に
引
用
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
『
新
撰
年
中
行
事
』
の
記
事
中
か
ら
、
「
所
例
」
の
部
分
を

中
心
に
抜
き
出
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑮
（
三
月
）
晦
日
所
司
進
夏
御
座
習
事

　
　
蔵
人
式
云
、
掃
愚
論
進
夏
御
座
甲
所
畳
、
内
蔵
寮
進
殿
上
男
女
房
州
、

　
　
色
目
見
所
例
、

⑲
（
四
月
）
次
韻
日
御
覧
女
騎
牡
馬
御
事

　
　
蔵
入
月
虹
、
（
中
略
）
隔
日
頒
行
唐
鞍
・
祀
物
事
等
、
色
目
見
所
旧
型
、

⑳
（
六
月
）
　
｝
二
日
噛
癸
侍
臣
井
山
陶
納
…
嘗
口
等
箪
州
文
　
學

　
　
　
前
掲
（
一
一
〇
頁
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
料
脱
力
〕

※
（
十
月
～
日
）
同
円
マ
王
殿
寮
進
御
殿
炭
及
殿
上
三
炭
事
、
脱
魂
酔
潤
酬
膜
醐
鵬
匠

⑳
（
十
二
月
三
日
）
同
日
奏
等
第
文
事

　
　
蔵
入
式
云
、
｝
如
六
月
、
焔
漸
制
転
ギ
畷
阯
涛
等
但
加
算
来
年
内
宴
装
束

　
　
〔
秘
文
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
文
〕

　
　
許
又
、
所
例
云
、
奏
殿
上
四
位
以
下
六
位
以
上
装
束
新
又
、
後
下
宣
旨
、

　
　
　
　
　
〔
疋
〕

　
　
人
別
六
人
、
宴
停
者
、
被
下
宣
行
不
更
行
、

　
以
上
に
掲
げ
た
五
例
の
「
所
例
」
の
う
ち
、
⑮
⑲
⑫
の
三
例
は
は
じ
め
て

検
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
⑳
後
半
に
み
え
る
「
殿

上
上
等
、
百
六
十
夜
」
以
下
の
記
述
が
「
所
例
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ

も
新
出
史
料
で
あ
り
、
「
所
例
」
か
ら
直
接
引
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
⑳
が
引
用
す
る
二
つ
の
「
所
例
」
の
う
ち
前
者
は
、
『
新
撰
年
中

116 （402）



「蔵人式」と「蔵入所例」の再検討（西本）

行
事
』
の
引
用
文
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
所
例
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

　
　
　
①

た
も
の
で
、
新
出
史
料
に
近
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
古
瀬
奈
津
子
氏
に
よ
る

と
、
「
蔵
人
式
」
が
仁
寿
殿
の
装
束
を
詳
述
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
所

例
」
の
方
は
準
備
一
般
や
禄
法
に
つ
い
て
述
べ
、
供
奉
の
諸
司
・
所
々
が
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

罪
す
る
雑
物
の
色
目
を
定
め
て
い
た
と
い
う
が
、
新
た
に
検
出
さ
れ
た
「
所

例
」
に
も
畳
・
唐
鞍
・
祀
物
・
禄
物
な
ど
の
数
量
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い

た
。
「
所
例
」
は
蔵
人
が
殿
上
の
行
事
を
と
り
行
う
さ
い
の
実
務
規
定
で
あ

り
、
「
蔵
人
式
」
の
規
定
を
補
う
施
行
細
則
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
た
ん
な
る
「
蔵
人
所
例
」
1
1
「
所
感
」
と
は
別
に
、
「
蔵
人
所

承
和
例
」
や
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
な
る
も
の
が
史
料
上
に
あ
ら
わ
れ
る
。

「
蔵
入
所
承
和
例
」
は
『
洒
宮
記
臨
巻
十
、
侍
中
事
に
引
か
れ
、
同
書
の
巻

一一

A
三
、
四
な
ど
で
は
「
所
承
和
例
」
と
も
「
承
和
例
」
と
も
称
さ
れ
て
い

③る
。
「
承
和
例
」
は
『
新
撰
年
申
行
箏
』
の
な
か
に
も
い
く
つ
か
み
え
る
が
、

い
ず
れ
も
『
西
宮
記
』
に
既
出
の
も
の
で
あ
り
、
「
承
和
例
」
に
つ
い
て
は

隅
西
宮
記
』
の
方
が
戸
数
も
豊
富
で
記
事
も
正
確
で
あ
る
。

　
～
方
の
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
は
、
『
拾
芥
撫
切
巻
中
、
所
々
の
冒
頭
に
次

の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

　
　
　
　
所
々
　
或
本
蔵
人
所
延
喜
例

　
　
内
舎
人
所
、
載
A
ス
在
中
務
省
牝
門
東
按
、
有
年
官
云
誤
、
当
所
故
実
尤
多
云
々
、

　
　
内
調
製
葎
糠
嬬
野
糞
森
羅
糞
壷
献
繊
幣
三
士
凋
購

　
　
召
、
作
物
所
、
登
所
、
神
泉
、
鳥
曹
司
等
、
匡
遠
本
、

　
　
…
以
大
臣
中
届
村
山
ハ
位
為
別
轡
田
、
　
有
…
頭
執
事
、

　
　
（
下
略
）

　
『
拾
芥
抄
』
は
各
項
目
の
標
題
の
あ
と
に
出
典
史
料
名
を
明
記
す
る
場
合

が
あ
緬
の
で
・
「
質
」
と
い
う
習
の
下
に
「
或
本
蔵
人
所
延
喜
例
」
と

注
記
す
る
の
は
、
こ
の
項
目
の
記
述
が
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
に
も
と
つ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
所
々
の
所
在
、
職
員
構
成
、
職
務
、
年

号
・
魚
食
・
月
奏
の
有
無
な
ど
を
摘
記
し
た
同
様
の
記
述
は
、
『
西
宮
記
臨

巻
心
、
所
々
事
に
も
み
え
て
い
る
が
、
所
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報
を
網
羅

し
た
こ
の
部
分
は
、
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
か
ら
転
載
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
『
西
宮
記
』
の
所
々
事
と
『
拾
芥
抄
』
の
所
々
の
間
に
は

相
違
点
も
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
両
書
（
あ
る
い
は
両
書
の

材
料
）
が
依
拠
し
た
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
の
写
本
の
差
異
に
よ
る
の
で
あ
ろ

⑤、
つ
。

　
こ
の
ほ
か
、
魍
政
事
要
略
』
巻
五
十
九
、
交
替
雑
事
（
煎
物
）
に
は
、
出

納
や
小
舎
人
の
喪
病
料
を
定
め
た
莚
書
例
蔵
人
所
」
が
引
か
れ
て
い
緬
が
・

『
新
撰
年
中
行
事
』
の
な
か
に
も
い
く
つ
か
の
「
延
喜
例
」
を
検
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

・
（
五
月
吾
）
同
日
内
匠
寮
進
瓜
刀
事
、
難
藷
遡
爾
轡
錦
、
【
踏
百
運

b
（
七
月
）
七
日
内
蔵
寮
黒
黒
節
食
事
、
豊
麗
醐
然
即
画
趣
娚
汝

。
（
十
一
月
）
…
日
典
薬
寮
進
生
地
黄
職
事
、
魑
紗
鞭
覧
延
喜
例
、
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d
（
十
二
月
）
十
九
日
御
仏
名
事

　
　
（
中
略
）
若
導
師
有
閾
、
或
此
間
無
難
之
、
蔵
人
頭
奉
勅
、
進
而
告
之
、

　
　
或
給
清
轡
之
日
、
便
被
召

　
　
補
之
、
延
喜
例
也
、

　
a
～
d
の
「
延
喜
例
」
は
い
ず
れ
も
蔵
人
と
関
わ
り
の
深
い
行
事
の
な
か

に
注
記
さ
れ
、
と
く
に
a
に
お
い
て
は
「
延
喜
例
」
と
「
承
和
例
」
が
並
ん

で
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
は
「
蔵
入
所
延
喜
例
」
を
意
味
す
る
も
の

と
み
て
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
虎
尾
俊
哉
氏
は
延
喜
以
降
の
「
例
」
の
実

例
と
し
て
、
「
延
喜
例
」
「
御
厨
子
所
例
」
「
進
物
所
例
」
な
ど
に
書
及
し
て

　
⑦

い
る
が
、
こ
れ
を
う
け
て
菊
池
京
子
氏
は
、
諸
司
式
に
先
行
し
て
編
纂
さ
れ

た
諸
司
例
と
同
様
、
蔵
人
所
の
「
延
喜
例
」
を
は
じ
め
と
す
る
所
々
の

「
例
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
庶
務
遂
行
の
必
要
上
ま
と
め
ら
れ
た
施
行
細
則
で

　
　
　
　
　
　
⑧

あ
っ
た
と
論
じ
た
。
一
方
は
「
蔵
人
式
」
の
編
纂
以
前
、
他
方
は
「
蔵
人

式
」
の
編
纂
以
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
蔵
人
所
の
「
承
和

例
」
と
「
延
喜
例
」
は
と
も
に
、
蔵
人
が
諸
司
・
所
々
を
ひ
き
い
て
殿
上
の

行
事
を
と
り
行
う
さ
い
の
実
務
規
定
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
た
ん
な
る
「
蔵
人
所
例
」
瞳
「
旧
例
」

と
「
承
和
例
」
「
延
喜
例
」
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
「
所
例
」
の
逸
文
が
「
元

慶
例
」
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
「
所
例
」
は
そ
れ
以
後
の
成
立
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
⑨

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
私
は
次
に
あ
げ
る
史
料
か
ら
、
「
蔵
人
所
例
」
1
1

「
所
例
」
と
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
翻
「
延
喜
例
」
と
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
北
山
抄
』
巻
三
、
内
宴
事
に
は
、

　
　
｝
、
装
束
、
羅
喉
雛
壽
翫
季
参
上
、
有
改
定
兎
々
、

　
　
一
、
禄
法
、
見
延
喜
剛
太
子
御
禄
、
見
康
保
御
記
、

と
あ
り
、
内
宴
の
さ
い
の
装
束
は
「
蔵
人
式
」
と
「
指
図
」
に
み
え
、
禄
法

は
「
延
喜
例
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
応
す
る
記
述
が

『
北
山
抄
』
岡
条
の
裏
書
に
書
か
れ
て
お
り
、
前
田
家
巻
子
本
に
よ
る
と
次

の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
蔵
入
式

　
　
前
一
日
、
蔵
人
令
所
雑
色
非
雑
色
、
上
仁
寿
殿
御
格
子
、
母
屋
及
聴
皆

　
　
懸
御
簾
、
馴
醐
韓
但
南
廟
東
面
一
間
、
南
諏
壁
間
上
之
、
掃
部
寮
立
六

　
　
尺
御
屏
風
三
帖
母
屋
東
立
前
、
鹸
、
北
辺
二
帖
、
繭
、
東
予
南
第
一
間

　
　
南
辺
～
帖
、
叫
第
四
間
北
辺
一
帖
、
齢
餉
旧
型
模
母
屋
。
辺
立
五
尺
二

　
　
帖
、
眈
、
母
屋
＃
東
面
鋪
満
長
莚
、
五
尺
御
壷
風
前
鋪
錦
黒
帯
三
枚
、

　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
所
例

　
　
蔵
人
奉
御
零
、
前
～
日
、
蔵
人
率
雑
色
等
、
供
奉
仁
寿
殿
装
束
、
兼
其

　
　
夜
雑
色
等
宿
直
同
殿
、
又
強
目
早
朝
、
未
出
御
之
前
、
露
分
益
送
男
女

　
　
方
饗
、
出
納
一
人
率
小
田
人
三
四
人
、
費
唐
紙
筆
墨
硯
等
、
紫
意
想
艮

　
　
角
壇
上
応
召
、
殿
上
人
選
取
、
賜
親
王
公
署
及
文
人
等
、
櫛
廿
里
鞭
甜

　
　
齢
解
坤
巻
髪
腓
殆
再
三
内
出
納
於
階
下
取
親
王
以
下
見
参
、
内
蔵
寮
零
丁
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「蔵人式」と「蔵人所例」の再検討（西本）

　
　
禄
細
馬
身
千
屯
、
其
禄
法
如
左
、
翫
三
士
駿
謹
糎
磯
遡
紬
確
認
玉
簾
療
鵬
泓
麟
笏

　
　
皇
太
子
　
親
王
　
品
九
十
屯
　
二
品
八
十
屯
　
三
品
七
十
屯
　
幽
幽
六

　
　
十
屯
　
大
臣
九
十
屯
　
大
納
言
七
十
屯
　
中
納
言
六
十
屯
　
非
参
議
三

　
　
位
参
議
五
十
屯
　
四
位
針
屯
　
五
位
廿
屯
　
六
位
十
屯
、
坦
鍛
禽
獣
粒
融

　
　
贈
継
純
潔
儲
蜆
ハ
位
、
事
詑
之
後
、
蔵
人
率
雑
色
回
春
装
束
、

　
　
　
　
指
図
在
年
中
塩
梅

　
『
北
山
抄
臨
の
裏
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
「
蔵
人
式
」
と
「
所

例
」
が
長
文
に
わ
た
っ
て
引
用
さ
れ
、
末
尾
に
は
「
指
図
」
に
関
す
る
醤
及

も
み
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
を
『
北
山
抄
』
の
本
文
の
記
載
と
対
比
す
る
と
、

本
文
中
に
「
禄
法
、
見
延
喜
例
」
と
記
さ
れ
た
「
延
喜
例
」
が
、
裏
書
の
「
所

例
」
に
相
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
た
ん
に
「
所

例
」
と
記
さ
れ
た
「
蔵
人
所
例
」
は
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
薩
「
延
喜
例
」
を

意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
は
「
延
喜
蔵
人

式
」
の
制
定
と
前
後
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
「
天
暦

蔵
人
式
」
の
編
纂
時
に
も
実
効
力
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
た
め
式
文
中
に

し
ば
し
ば
参
考
史
料
と
し
て
言
及
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
掲
し
た
『
北
山
抄
臨
巻
三
、
内
宴
事
に
は
＝
、
装
束
、

槻
鵜
欧
拭
　
謙
螺
三
聯
御
轍
駄
肝
鯵
上
、
有
改
定
事
」
と
あ
り
、
「
蔵
人
式
」
所
見
の

内
宴
の
さ
い
の
装
束
が
、
康
保
三
年
に
皇
太
子
の
参
列
に
よ
り
改
定
さ
れ
た

と
い
う
。
前
田
家
大
永
紗
本
『
西
宮
記
』
巻
二
、
内
宴
裏
書
の
「
村
上
天
皇

御
記
」
に
よ
れ
ば
、
康
保
三
年
二
月
二
十
一
日
の
内
宴
の
さ
い
に
、
仁
寿
殿

の
南
丁
重
第
～
柱
に
西
向
に
皇
太
子
の
椅
子
を
立
て
た
と
あ
る
が
、
『
北
山

抄
』
薬
日
、
内
宴
事
裏
書
の
「
蔵
人
式
」
に
も
、
南
廟
東
第
　
柱
南
辺
賛
子

に
西
面
し
て
平
文
椅
子
を
立
て
皇
太
子
の
座
と
な
す
と
み
え
て
い
る
。

　
以
上
の
事
実
か
ら
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
内
宴
条
は
、
康
保
三
年
に
皇
太

子
の
参
列
を
理
由
に
改
定
さ
れ
、
そ
の
改
定
式
文
が
『
北
山
抄
』
の
裏
書
に

引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
編
纂
後
に
そ
の

式
文
が
改
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い

が
、
具
体
的
な
改
訂
の
事
例
が
｝
つ
出
て
き
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
『
江
談
抄
』

石
清
水
臨
時
祭
記
事
に
引
く
「
蔵
人
式
」
が
安
和
年
間
の
こ
と
に
言
及
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
る
の
は
不
審
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
「
蔵
人
式
」
灌
仏
条
の
引
用
と
推
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
る
『
親
信
卿
記
』
天
延
二
年
四
月
八
日
条
に
、
「
去
安
和
三
年
御
物
忌

也
、
而
此
座
高
之
」
「
安
和
二
年
参
入
自
仙
華
門
」
な
ど
と
い
う
注
記
が
付

さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
「
蔵
人
式
」
の
式
血
止
に
天
暦
以
後
の
実
例
を
補

っ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
蔵
人
式
」
の
推

定
逸
文
中
に
み
え
る
天
暦
以
降
の
年
紀
も
、
後
入
の
追
記
と
し
て
こ
れ
を
否

定
す
る
の
で
は
な
く
、
後
世
の
あ
る
時
期
の
「
蔵
人
式
」
の
状
態
を
示
す
も

の
と
し
て
尊
重
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
①
『
撰
集
秘
記
』
所
引
の
「
蔵
人
式
」
逸
文
は
、
分
注
の
最
初
の
部
分
を
「
但
所

　
　
去
」
と
記
す
が
、
こ
れ
は
伝
本
『
新
撰
年
中
行
事
』
に
み
え
る
「
但
所
例
云
」
の

119 （405）



　
方
が
正
し
く
、
こ
の
分
注
が
「
軍
士
」
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

②
古
瀬
奈
津
子
「
蔵
人
式
に
つ
い
て
」
（
『
延
喜
式
研
究
』
二
、
～
九
八
九
年
）
三

　
六
頁
。

③
古
尾
谷
知
浩
轟
蔵
人
所
承
和
例
』
に
関
す
る
覚
書
」
（
『
史
学
論
叢
』
一
二
、

　
一
九
九
コ
～
年
）
。

④
『
拾
芥
抄
晒
巻
中
第
三
の
官
位
唐
名
部
に
は
「
上
官
当
唐
官
略
抄
」
と
「
百
官

　
唐
名
抄
」
の
爾
本
に
依
拠
し
た
と
の
注
記
が
あ
り
、
岡
第
十
で
は
「
諸
司
官
人
座

　
次
」
の
項
目
名
の
下
に
「
允
亮
説
云
々
」
、
「
六
位
官
次
第
」
の
項
目
名
の
下
に

　
「
允
亮
抄
云
々
」
の
注
記
が
あ
り
、
岡
第
十
八
の
廃
朝
部
で
は
「
岡
差
別
事
」
の

　
項
目
名
下
に
門
見
西
窟
記
」
の
注
記
が
み
え
る
。
廃
朝
と
廃
務
の
区
別
を
説
い
た

　
「
同
差
別
事
」
の
記
事
は
現
本
『
西
宮
記
』
に
は
み
え
な
い
が
、
『
年
中
行
事
秘

　
抄
」
廃
朝
廃
務
差
別
事
に
も
門
西
富
文
云
」
と
し
て
ほ
ぼ
同
文
が
引
か
れ
て
お
り
、

　
『
拾
芥
抄
』
の
記
事
が
「
西
宮
記
」
か
ら
の
引
用
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤
『
拾
芥
抄
』
の
所
々
事
で
は
、
内
竪
所
の
項
に
門
匡
遠
本
、
三
大
臣
中
将
六
位

　
為
別
当
、
有
頭
執
事
」
、
壷
所
の
項
に
「
式
乾
、
匡
遠
本
扁
と
い
う
注
記
が
み
え

　
る
が
、
「
三
遠
本
」
の
記
載
と
さ
れ
た
箇
所
は
『
西
宮
記
』
に
み
え
る
所
々
の
記

　
載
と
一
致
し
て
お
り
、
嘱
西
宮
記
㎞
の
所
々
に
関
す
る
記
述
が
「
匡
遠
本
」
と
岡

　
系
統
の
写
本
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
匡
副
本
」
と
は
南
北
朝
時
代
の

　
小
槻
匡
遠
の
所
持
本
を
さ
し
、
壬
生
官
務
家
に
伝
わ
る
写
本
を
意
味
す
る
も
の
と

　
思
わ
れ
る
。

⑥
和
田
英
松
編
・
森
克
己
校
訂
『
国
書
逸
文
隔
（
前
掲
）
；
二
五
頁
。

⑦
虎
尾
俊
哉
「
「
例
」
の
研
究
漏
（
『
古
代
典
籍
文
書
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
～
九

　
八
二
年
置
。

⑧
菊
池
（
所
）
京
子
門
「
所
」
の
成
立
と
展
隈
」
（
圃
史
窟
』
二
六
、
一
九
六
八
年
）
。

⑨
古
瀬
奈
津
子
注
②
論
文
三
六
頁
。

⑩
和
田
英
松
一
章
注
⑥
論
文
、
森
田
悌
は
じ
め
に
注
③
論
文
な
ど
。

⑪
山
本
信
吉
は
じ
め
に
注
⑧
論
文
三
二
九
～
三
三
二
頁
参
照
。

お
　
わ
　
り
　
に

『
新
撰
年
中
行
事
』
に
引
か
れ
る
「
蔵
人
式
」
や
「
蔵
人
所
例
」
の
新
出
逸

文
を
紹
介
し
、
既
存
の
逸
文
や
従
来
の
研
究
と
も
対
比
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら

の
新
知
見
が
も
つ
意
味
を
考
え
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
要
約
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

｝
、
噛
新
撰
年
中
行
事
』
に
は
「
蔵
人
式
」
の
新
出
逸
文
（
趣
意
文
を
含
む
）

　
が
三
十
余
条
引
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
圏
身
が
「
蔵
人
式
」
に
関
す
る
知

　
見
を
広
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
「
延
喜
蔵
入
式
」
の
逸
文

　
が
二
条
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
逸
文
が
三
条
含
ま
れ
て
お
り
、
「
寛
平
蔵
人

　
式
」
と
「
天
暦
蔵
人
式
」
の
間
に
「
延
喜
蔵
入
式
」
の
編
纂
さ
れ
た
こ
と

　
が
確
認
さ
れ
た
。

二
、
『
新
撰
年
中
行
事
』
に
み
え
る
「
蔵
人
式
御
短
尺
」
は
、
「
天
暦
蔵
入

　
式
」
の
編
纂
過
程
で
村
上
天
皇
が
そ
の
草
案
に
付
し
た
意
見
書
と
推
定
さ

　
れ
、
『
政
事
要
略
臨
巻
二
十
五
が
引
く
「
村
上
御
代
短
尺
文
」
と
同
じ
も

　
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
蔵
人
式
御
短
尺
」
の
存
在
は
、
村
上
天
皇
が

　
「
天
暦
蔵
入
式
」
の
編
者
で
は
な
く
、
そ
の
監
修
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

　
す
も
の
で
あ
る
。

三
、
蔵
人
所
に
関
係
す
る
法
令
と
し
て
は
「
蔵
入
古
例
」
薩
「
所
望
」
や
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「
蔵
人
所
承
和
例
」
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
な
ど
が
知
ら
れ
る
が
、
『
北
山

　
抄
臨
巻
三
、
内
宴
の
本
文
と
裏
書
を
対
照
的
に
検
討
す
る
と
、
「
所
例
」

　
と
「
延
喜
例
」
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
「
延
喜
蔵
人
式
」

　
の
制
定
と
前
後
し
て
、
新
た
な
「
蔵
入
所
例
」
の
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
が

　
想
定
さ
れ
る
。

　
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
に
設
置
さ
れ
た
蔵
人
所
は
天
皇
家
の
家
政
機
関
の

中
枢
で
、
天
皇
に
近
侍
し
て
そ
の
命
を
諸
司
に
伝
え
、
内
廷
諸
司
を
ひ
き
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
殿
上
の
こ
と
を
と
り
し
き
っ
た
。
菊
池
京
子
氏
は
『
西
宮
記
』
や
『
拾
芥

抄
出
に
み
え
る
所
々
の
成
立
が
九
、
十
世
紀
の
交
に
集
中
す
る
こ
と
と
、
こ

の
時
期
に
は
五
位
蔵
人
の
設
置
や
「
寛
平
蔵
人
式
」
の
制
定
、
滝
口
の
新
設

な
ど
、
宇
多
天
皇
に
よ
る
蔵
人
所
拡
充
策
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
蔵
人
所

が
天
皇
の
家
政
機
関
と
し
て
殿
上
に
お
け
る
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

寛
平
・
延
喜
年
間
以
降
で
あ
る
と
説
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
玉
井
翻
意
は
菊
池
説
に
賛
意
を
表
し
な
が
ら
も
、
「
蔵

人
所
承
和
例
」
の
存
在
と
内
蔵
寮
窟
人
の
蔵
人
兼
帯
事
例
の
分
析
か
ら
、
蔵

人
所
と
内
廷
所
々
に
と
っ
て
の
一
つ
の
変
化
は
承
和
頃
に
は
じ
ま
り
、
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

平
・
延
喜
頃
に
そ
れ
が
一
つ
の
定
式
と
し
て
成
立
し
た
と
論
じ
た
。
ま
た
、

『
西
宮
記
』
所
引
の
「
蔵
人
所
承
和
例
」
を
検
討
し
た
古
尾
谷
知
浩
氏
は
、

承
和
の
段
階
に
お
い
て
蔵
人
所
は
す
で
に
内
蔵
寮
：
王
殿
寮
・
内
匠
寮
な
ど

の
諸
司
や
作
物
所
・
校
書
殿
な
ど
の
所
々
に
轟
轟
を
行
い
、
出
納
の
上
日
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

把
握
し
て
等
第
料
を
支
給
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
初
期
の
蔵
人
所
の
機
能

に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
不
明
の
点
が
多
い
が
、
「
蔵
人
所

承
和
例
」
の
存
在
は
、
九
世
紀
中
葉
に
震
害
所
と
内
廷
諸
司
の
結
び
つ
き
が

形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
前
掲
し
た
い
く
つ
か
の
逸
文
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
蔵

人
所
例
」
は
調
達
物
の
色
目
や
禄
法
の
数
景
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
に
す
ぎ

ず
、
殿
上
行
事
の
次
第
と
装
束
、
内
廷
諸
司
の
役
割
分
担
な
ど
を
詳
述
し
た

「
蔵
入
式
」
と
は
格
段
の
相
違
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
蔵
人
所
承
和

例
」
の
み
が
存
在
し
た
段
階
と
、
「
蔵
人
式
」
と
「
蔵
人
所
例
」
と
が
両
存

し
た
寛
平
・
延
喜
以
降
と
で
は
、
蔵
人
所
に
よ
る
諸
司
の
召
仰
は
質
的
に
異

な
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
蔵
入
所
が
天
皇
の
家
政
機
関
の
中
枢
と
し
て

の
地
位
を
法
的
に
確
立
す
る
の
は
、
や
は
り
寛
平
・
延
喜
年
間
と
考
え
る
の

が
穏
当
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
寛
平
蔵
人
式
」
は
隅
西
宮
記
』
釜
山
、
侍
中
事
に
一
括
引

用
が
み
え
る
ほ
か
は
逸
文
も
少
な
く
、
「
寛
平
小
式
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
ら
、
そ
れ
ほ
ど
大
部
の
書
物
で
は
な
く
、
殿
上
蔵
人
の
職
務
心
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
日
中
行
事
の
大
枠
を
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
「
寛
平
蔵
人
式
」
の

制
定
か
ら
ほ
ど
な
く
、
殿
上
行
事
の
次
第
と
内
廷
諸
司
の
役
割
を
明
記
し
た

「
延
喜
蔵
人
式
」
が
編
纂
さ
れ
、
さ
ら
に
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
が
ま
と
め
ら

れ
た
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
ま
た
、
延
喜
の
段
階
に
は
出
揃
っ
て
い
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た
内
廷
所
々
の
重
要
な
情
報
が
、
「
所
々
例
」
で
は
な
く
「
蔵
人
所
延
喜
例
」

の
な
か
に
摘
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
蔵
人
所
に
よ
る
内
廷
所
々
の
統
括
が

延
喜
段
階
に
は
完
成
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
蔵
人
所
の
機
能
の
再

編
と
強
化
は
延
喜
年
間
に
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

　
「
寛
平
蔵
人
式
」
が
わ
ず
か
一
巻
で
、
残
さ
れ
た
逸
文
も
少
な
い
こ
と
か

ら
、
寛
平
期
に
は
儀
式
・
行
事
に
お
け
る
蔵
入
の
役
割
が
い
ま
だ
充
分
発
達

し
て
い
な
か
っ
た
と
み
る
む
き
も
あ
り
、
太
政
官
管
轄
下
の
諸
司
の
式
は

『
延
挙
式
』
で
一
応
完
成
し
た
が
、
「
蔵
人
式
」
の
方
は
諸
司
式
よ
り
一
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

遅
れ
て
、
「
天
暦
蔵
人
式
」
で
一
応
完
成
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
『
延
喜
式
』
は
編
纂
後
た
だ
ち
に
施
行
さ
れ
ず
、
康
保
四
年
（
九
六
七
）

に
な
っ
て
よ
う
や
く
施
行
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
に
「
延
喜
蔵
人
式
」
が
編

纂
・
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
思
う
と
、
延
喜
年
間
に
は
む
し
ろ
「
蔵
人
式
」
の

編
纂
の
方
が
重
視
さ
れ
た
と
み
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
前
述
の
よ
う

に
、
延
喜
に
つ
い
で
天
暦
の
「
蔵
人
式
」
が
編
纂
さ
れ
た
の
ち
も
、
村
上
天

皇
は
「
蔵
人
式
」
の
補
訂
に
意
を
用
い
た
が
、
『
延
喜
式
』
が
施
行
さ
れ
る

の
は
村
上
天
皇
の
崩
後
で
あ
る
。
十
世
紀
に
は
諸
司
式
の
改
訂
よ
り
も
、

「
蔵
人
式
」
の
制
定
と
改
訂
の
方
が
優
先
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
平
安
前
期
の
『
内
裏
式
』
門
儀
式
』
と
平
安
中
期
の
『
西
宮
記
』
を
儀
式

項
目
で
比
較
し
た
古
瀬
奈
津
子
氏
は
、
『
西
宮
記
』
で
は
小
朝
拝
・
御
斎
会

内
論
義
・
灌
仏
・
乞
巧
璽
・
甕
棋
・
御
仏
名
・
御
修
法
な
ど
、
清
涼
殿
に
お

い
て
蔵
人
が
行
事
す
る
天
皇
の
私
的
行
事
が
多
く
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
注
目

し
、
天
皇
と
私
的
関
係
に
あ
る
蔵
人
所
な
ど
の
政
治
機
関
が
発
展
し
た
結
果
、

天
皇
の
私
的
行
事
さ
え
も
政
治
的
に
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
儀
式
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
説
く
。
こ
う
し
て
新
た
な
意
味

を
骨
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
天
皇
の
私
的
行
事
を
、
蔵
人
所
を
中
心
と
す

る
内
廷
機
構
に
よ
っ
て
運
営
し
て
ゆ
く
た
め
の
指
針
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の

が
「
延
喜
蔵
入
式
」
で
あ
り
、
『
内
裏
式
』
『
儀
式
」
か
ら
『
西
宮
記
』
へ
と

推
移
す
る
儀
式
書
の
歴
史
に
あ
っ
て
、
『
西
宮
記
臨
に
つ
な
が
る
よ
う
な
儀

礼
を
は
じ
め
て
体
系
的
に
叙
述
し
た
の
が
こ
の
書
で
あ
っ
た
。
仁
和
元
年

（
八
八
五
）
の
『
年
中
行
事
御
障
子
文
騙
が
そ
の
後
の
年
中
行
事
書
の
基
本

と
な
っ
た
よ
う
に
、
「
延
喜
蔵
入
式
」
は
十
世
紀
以
降
の
儀
式
書
に
一
つ
の

規
範
を
提
示
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

①
森
田
悌
門
蔵
入
所
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
門
日
本
三
代
官
司
制
度
史
研
究
序

　
説
』
現
代
創
造
社
、
一
九
六
七
年
目
。

②
菊
池
（
所
）
京
子
三
章
注
⑧
論
文
。

③
　
玉
井
力
「
九
・
十
世
紀
の
蔵
人
所
に
関
す
る
一
考
察
」
（
剛
名
古
屋
大
学
日
本
史

　
論
集
㎞
上
巻
、
二
重
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）
。

④
古
尾
谷
知
浩
三
章
注
③
論
文
。
な
お
、
佐
藤
全
敏
「
所
々
別
当
制
の
特
質
」

　
（
『
史
学
雑
誌
隔
　
一
〇
六
…
四
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
と
、
蔵
人
は
日
常
的
に

　
所
々
に
召
仰
を
行
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
所
々
と
蔵
人
と
の
問
に
官
制

　
レ
ベ
ル
で
の
上
下
関
係
は
な
く
、
蔵
入
ま
た
は
蔵
人
所
が
所
々
を
統
括
し
て
い
た

　
と
み
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
。
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⑤
所
功
は
じ
め
に
注
⑩
b
論
文
、
古
瀬
奈
津
子
三
章
注
②
論
文
。

⑥
古
瀬
奈
津
子
三
章
注
②
論
文
三
二
頁
。

⑦
古
瀬
奈
津
子
「
平
安
時
代
の
「
儀
式
」
と
天
皇
」
（
『
歴
史
学
研
究
輪
増
刊
号
、

　
五
六
〇
、
～
九
八
六
年
）
。

付
、
「
蔵
人
式
」
薪
出
逸
文
集
成

①
（
正
月
亘
習
式
兵
二
省
漁
記
事
学
外
鎚

　
　
蔵
人
式
云
、
同
署
…
省
進
主
典
已
上
補
任
帳
、
但
式
部
加
進
一
分
已
上

　
　
秩
満
帳
、
注
云
々
、
年
月
日
錐
注
件
日
、
其
実
旧
年
十
二
月
廿
日
、
二

　
　
省
丞
参
所
進
之
、
蔵
入
取
解
文
云
々
、

　
　
　
○
延
喜
式
部
式
に
よ
る
と
、
内
外
蜜
主
典
巳
上
の
補
任
帳
は
毎
年
正

　
　
　
　
月
～
日
と
七
月
｝
日
に
太
政
官
に
進
め
ら
れ
、
蔵
人
所
へ
は
そ
の

　
　
　
　
少
し
前
の
六
月
二
十
日
と
十
二
月
二
十
臼
に
進
上
さ
れ
た
。
『
政

　
　
　
　
事
要
略
』
巻
二
十
八
に
は
「
蔵
人
式
云
、
十
二
月
廿
日
、
式
兵
両

　
　
　
　
省
幕
内
外
官
主
典
已
上
補
任
帳
、
但
式
部
省
加
進
諸
国
一
分
已
上

　
　
　
　
秩
調
帳
」
と
あ
る
の
で
、
「
蔵
人
式
」
は
こ
の
行
事
を
十
二
月
と

　
　
　
　
六
月
の
各
二
十
日
の
条
に
掲
出
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
逸

　
　
　
　
文
①
の
出
現
に
よ
り
、
「
蔵
入
式
」
は
正
月
～
三
条
に
も
こ
の
行

　
　
　
　
事
を
掲
出
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
逸
文
①
が
い
う
よ
う
に
、

　
　
　
　
蔵
人
所
料
の
補
任
帳
も
文
書
記
載
上
は
正
月
一
日
付
け
で
提
出
さ

　
　
　
　
れ
た
た
め
、
「
蔵
人
式
」
は
正
月
一
日
条
に
も
こ
の
行
事
を
掲
げ
、

　
　
　
　
そ
の
分
注
に
お
い
て
「
其
実
旧
年
十
二
月
廿
日
、
二
五
丞
妙
所
進

　
　
　
　
之
」
と
付
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

②
（
正
月
三
日
）
同
日
早
朝
奏
去
月
殿
上
所
々
諸
陣
上
日
事
、
月
影
雌
激
些

　
　
　
○
『
藤
宮
記
』
巻
十
、
侍
中
事
に
＝
、
毎
月
三
日
早
朝
、
蔵
人
奏

　
　
　
　
去
月
殿
上
及
所
々
陣
々
上
日
」
と
あ
る
。

③
（
正
月
七
日
）
同
日
白
馬
事

　
　
蔵
人
式
、
御
南
殿
、
裳
白
馬
皇
運
廣
殿
、
総
員
清
汁
殿
御
前
、
傍
垂
東

　
　
廟
御
簾
云
々
、

④
（
正
月
八
日
）
同
日
賜
女
王
禄
事
、
＋
万
新
嘗
會
亦
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
仰
〕

　
　
蔵
人
式
云
、
随
弁
官
申
、
可
留
山
入
女
上
之
由
、
召
募
右
近
兵
衛
々
門

　
　
等
陣
、

　
　
　
○
『
北
山
抄
』
巻
～
、
給
女
王
早
事
に
「
随
弁
窟
触
、
蔵
人
可
令
入

　
　
　
　
女
王
之
由
、
仰
右
晶
々
、
規
臓
入
」
と
あ
る
。

⑤
（
正
月
）
七
日
以
後
、
式
兵
両
省
進
五
位
已
上
品
名
帳
事

　
　
蔵
人
式
云
、
式
部
省
進
五
位
已
上
歴
名
帳
事
、
丞
要
所
進
之
、

⑥
（
正
月
）
九
日
始
筆
外
官
除
目
事

　
　
蔵
人
式
云
、
鋪
公
卿
座
、
井
仰
諸
司
年
酒
饅
、
如
叙
位
議
、
十
日
十
一

　
　
日
又
如
之
、

　
　
　
○
『
年
中
行
事
抄
』
正
月
十
一
日
外
国
除
目
事
に
「
蔵
人
式
云
、
自

　
　
　
　
九
日
議
」
と
あ
る
。
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⑦
（
正
月
）
十
｝
日
除
目
蓋

　
　
蔵
入
式
云
、
清
書
畢
御
南
殿
有
除
目
、
無
燈
献
聯
鷲
鱗
瓢
馨

　
　
事
畢
還
御
、

　
　
　
○
『
後
二
条
師
総
記
臨
永
保
三
年
十
二
月
十
五
日
条
に
「
有
除
目
事
、

　
　
　
　
（
中
略
）
候
菅
円
座
、
見
蔵
入
式
」
と
あ
る
。

⑧
（
正
月
十
四
日
）
同
日
殿
上
論
義
事

　
　
蔵
人
式
云
、
若
当
御
物
忌
、
於
南
殿
有
此
儀
、

　
　
　
○
『
西
宮
記
』
巻
一
、
内
論
議
に
は
「
蔵
入
式
云
」
と
し
て
、
内
論

　
　
　
　
議
の
詳
細
な
儀
式
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
小
右
記
』

　
　
　
　
治
安
四
年
正
月
十
五
日
条
に
は
「
亦
大
威
儀
師
座
次
、
詳
見
蔵
人

　
　
　
　
式
」
と
あ
る
。

⑨
（
正
月
十
四
日
）
同
日
夜
男
踏
嵜
事

　
　
蔵
人
式
云
、
前
六
七
日
、
於
御
前
、
被
撰
定
蝿
頭
以
下
、
其
後
中
院
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
々
脱
力
〕

　
　
習
礼
二
一
二
度
、
前
二
日
、
中
院
三
楽
云
、
雨
儀
、
八
省
院
ム
堂
云
々
、

　
　
　
○
『
年
中
行
事
抄
』
正
月
十
四
日
男
踏
歌
事
に
「
蔚
二
日
、
於
中
院

　
　
　
　
試
楽
、
当
日
於
清
凍
殿
東
庭
有
此
儀
、
御
前
事
終
参
宮
々
、
詑
帰

　
　
　
　
参
、
膚
盃
酌
等
、
其
後
三
月
以
前
有
後
宴
、
事
見
蔵
人
式
等
」
と

　
　
　
　
あ
る
。
魍
西
宮
記
』
巻
二
、
踏
歌
事
に
は
「
蔵
人
式
」
と
は
断
ら

　
　
　
　
ず
に
、
逸
文
⑨
と
類
似
し
た
儀
式
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑩
（
正
月
）
賜
蘇
甘
栗
事

　
　
蔵
人
式
云
、
四
日
若
有
大
臣
大
饗
、
遣
蔵
人
一
人
於
下
家
賜
之
云
々
、

　
　
随
饗
日
灘
酒
事
、
或
加
給
鮮
雄
、

　
　
　
○
『
西
宮
記
騙
巻
十
、
侍
中
事
に
＝
、
大
臣
大
饗
蒔
、
蔵
人
奉
仰

　
　
　
　
令
費
蘇
甘
栗
等
、
向
王
家
賜
之
、
或
加
齢
雄
」
と
あ
る
。

⑪
（
二
月
）
三
日
詩
意
京
町
除
目
事
、
蔵
入
式
云
、
一
同
外
官
除
目
、

　
　
　
○
伝
本
『
蔵
人
式
』
に
「
（
二
月
）
三
日
以
前
、
京
官
除
目
」
と
あ

　
　
　
　
る
。

⑫
（
二
月
）
上
申
日
春
日
祭

　
　
蔵
人
式
事
、
前
一
日
、
近
衛
府
使
参
入
、
就
内
侍
所
、
議
奏
参
向
社
頭

　
．
由
、
若
御
萸
頚
具

　
　
　
○
伝
本
『
蔵
人
式
臨
に
「
（
二
月
）
上
申
日
、
春
日
祭
」
と
あ
る
。

⑬
（
三
月
）
差
定
造
茶
使
事

　
　
蔵
人
式
云
、
用
雑
色
非
雑
色
等
中
、
撰
定
上
労
者
、

　
　
　
○
伝
本
『
蔵
人
式
』
に
「
三
月
一
日
、
出
定
造
畢
使
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
『
西
宮
記
』
巻
十
、
侍
中
事
に
「
一
、
三
月
一
目
、
差
定
造
茶
使
、

　
　
　
　
噺
灘
馳
翻
」
と
み
え
る
。

⑭
（
三
月
三
日
）
同
日
御
燈
事

　
　
延
喜
蔵
人
式
云
、
＝
百
御
燈
、
賭
騎
鉾
百
重
灘
忌
避
群
櫻

　
　
天
暦
式
云
、
三
日
御
燈
、
鮨
下
働
雑
勘
襲
・
蛎
雛
簸
．
斑
融

　
　
浄
食
云
々
、
巳
鋪
、
内
蔵
寮
申
奉
御
燈
畢
之
由
、
即
以
奏
、

　
　
其
後
彿
膳
用
魚
味
、
若
難
御
燈
停
止
、
織
猶
有
御
観
事
、
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「蔵人式」と「蔵人所例」の再検討（西本）

　
　
○
関
連
史
料
は
本
文
中
に
掲
げ
た
。

⑮
（
三
月
）
晦
日
所
司
進
夏
御
座
細
事

　
　
蔵
人
式
云
、
掃
部
寮
進
夏
御
座
拝
所
畳
、
内
蔵
寮
進
殿
上
男
女
房
畳
、

　
　
色
目
見
所
例
、

　
　
○
『
西
宮
記
』
巻
十
、
侍
中
事
に
＝
、
四
月
十
月
一
霞
改
換
御
装
束

　
　
　
事
、
去
月
晦
、
所
司
進
御
座
及
殿
上
拝
所
等
畳
」
と
あ
り
、
『
撰
集

　
　
　
秘
記
撫
所
引
の
『
新
撰
年
中
行
事
撫
九
月
晦
日
条
書
入
れ
に
も
「
蔵

　
　
　
人
式
、
晦
日
所
司
進
御
座
及
殿
上
井
所
用
畳
、
一
同
三
月
」
と
み
え

　
　
　
る
（
こ
の
書
入
れ
は
伝
本
『
新
撰
年
中
行
事
』
に
は
存
在
し
な
い
）
。

⑯
（
四
月
）
朔
日
朝
供
導
爆
装
束
箏

　
　
蔵
人
止
長
、
蔵
人
令
所
雑
色
等
、
相
謝
罪
拭
御
厨
子
所
無
雑
御
物
、
掃

　
　
司
女
嬬
参
上
、
撤
冬
御
帳
帷
壁
代
等
、
奉
供
母
御
装
束
、
甘
子
所
嚢
御

　
　
蓑
挿
鍋
墨
弓
矢
云
々
、

　
○
『
西
宮
記
』
巻
十
、
侍
中
事
に
「
一
、
四
月
十
月
一
日
改
換
御
装
束

　
　
事
」
と
あ
る
。

⑰
（
四
月
三
日
）
同
日
左
右
衛
門
蔚
壊
棚
事

　
　
蔵
人
式
云
、
伍
可
開
永
安
門
之
由
、
召
仰
右
近
陣
、

⑱
（
四
月
）
七
日
奏
二
省
成
選
短
冊
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
奏
脱
力
〕

　
　
蔵
人
式
帽
、
若
不
御
南
殿
時
、
上
卿
参
射
場
辺
、
令
目
録
還
去
云
々
、

　
　
　
○
『
親
信
卿
記
』
天
禄
三
年
四
月
十
四
日
条
に
「
去
七
日
、
依
式
可

　
　
　
　
有
擬
階
奏
、
而
依
延
引
、
今
日
可
奏
莫
」
と
あ
る
。

⑲
（
四
月
）
次
未
日
御
覧
女
騎
料
馬
御
事

　
　
蔵
人
式
云
、
若
御
物
忌
、
蔵
入
頭
奉
仰
、
於
便
所
鮎
定
、
是
日
頒
行
唐

　
　
鞍
・
祀
物
事
等
、
色
昆
所
例
也
、

　
　
蔵
人
式
云
、
準
行
祭
日
内
侍
以
下
唐
鞍
等
云
々
、

⑳
（
四
月
）
廿
日
以
前
奏
郡
司
擬
文
事

　
　
蔵
人
式
云
、
若
不
具
爾
監
督
、
上
卿
参
射
場
辺
、
令
奏
擬
文
還
去
、

　
　
臥
日
華
灘
図
無
之
朔
駿
　
良
久
上
卿
重
参
黙
思
、
量
定
四
文
、
御
覧
之
後

　
　
返
給
、

　
　
　
○
『
年
中
行
事
抄
』
四
月
廿
日
式
部
省
奏
詮
擬
郡
司
文
に
「
蔵
入
式

　
　
　
　
云
、
御
南
殿
、
無
出
御
之
時
、
上
卿
於
弓
場
奏
之
」
と
あ
る
。

⑳
（
六
月
）
…
日
二
省
進
内
外
官
補
任
帳
事
、
趣
烙
た
私
趨
臓
豊
平
画
一
ボ
・

　
　
　
〇
七
月
一
日
の
と
こ
ろ
に
掲
げ
る
べ
き
を
誤
っ
て
六
月
一
日
条
に
掲

　
　
　
　
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
栖
本
『
蔵
入
式
』
に
「
七
月
一
日
、
式
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
両
省
進
内
外
官
補
任
帳
」
と
あ
り
、
『
西
宮
記
』
巻
四
、
七
月
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
冒
頭
の
「
蔵
人
式
」
　
一
括
引
用
中
に
「
（
七
月
一
日
）
二
二
進
補

　
　
　
　
任
帳
外
記
・
蔵
人
所
」
と
み
え
る
。

⑳
（
六
月
）
三
日
奏
侍
臣
丼
出
納
密
等
第
文
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
橿
〕

　
　
天
暦
蔵
人
甲
高
、
注
云
、
加
加
去
月
上
日
奏
云
々
、
但
侍
臣
下
内
蔵
寮
、

　
　
出
納
下
穀
倉
院
、
小
舎
人
等
第
文
、
蔵
人
直
下
穀
倉
院
、
又
出
納
・
小
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舎
人
等
夏
衣
諺
文
、
同
直
下
内
蔵
寮
、
一
団
姻
冤

　
　
今
案
、
色
目
見
所
例
油
注
、
不
得
無
意
、
所
例
只
注
等
第
・
日
数
井
其

　
　
物
数
等
、
至
干
衣
服
色
目
不
注
、
又
延
喜
式
亦
如
所
例
、
殿
上
上
等
百

　
　
六
十
夜
、
四
疋
、
中
等
百
撒
夜
八
十
、
二
疋
、
出
納
日
夜
如
上
、
但
上
等
、

　
　
醐
聯
｝
　
中
等
、
＋
端
、
小
舎
人
上
等
、
五
L
中
等
、
四
、
下
等
、
三
L

　
　
　
O
関
連
史
料
は
本
文
中
に
掲
げ
た
。

⑳
（
⊥
ハ
月
十
～
日
）
同
日
袖
目
A
フ
食
奴
輩
畢

　
　
蔵
人
式
云
、
早
朝
注
殿
上
侍
臣
爽
名
、
送
神
祇
官
令
卜
小
忌
合
不
、

　
　
徽
泓
纐
鰯
沸
碑
繍
機
外
三
殿
司
未
供
忌
火
之
前
、
不
合
御
託
侍
臣
等
退
出
、

　
　
　
○
製
本
凹
蔵
入
式
』
に
「
（
六
月
）
十
～
日
、
神
今
世
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
『
親
信
摘
記
』
天
延
元
年
六
月
十
日
条
に
「
書
殿
上
男
女
房
名
簿
、

　
　
　
　
遣
神
祇
官
令
卜
、
報
墾
賦
硝
甑
製
」
と
あ
る
。

⑳
（
六
月
十
一
日
）
同
夜
暁
大
殿
祭
事

　
　
蔵
人
式
云
、
留
守
蔵
人
相
副
令
奉
仕
之
、

　
　
　
○
『
親
信
卿
記
』
天
延
元
年
六
月
十
一
日
条
に
「
儀
式
如
式
、
二
度

　
　
　
　
膳
了
後
、
撤
神
上
、
丑
～
刻
、
神
祇
官
人
等
参
本
宮
、
奉
仕
御
殿

　
　
　
　
祭
、
留
守
蔵
人
監
臨
」
と
あ
る
。

⑳
（
七
月
七
日
目
同
日
散
置
歯
冠
御
調
十
三

　
　
蔵
人
式
云
、
御
書
御
本
又
同
之
、
又
霊
寺
仁
寿
殿
御
書
芸
屏
風
等
、
蔵

　
　
人
所
二
等
共
涼
之
、

　
　
　
○
『
西
宮
記
』
謹
聴
、
七
月
条
冒
頭
の
「
蔵
人
式
」
一
括
引
用
中
に

　
　
　
　
「
（
七
月
七
日
）
原
御
調
度
、
藏
人
婿
入
等
管
笛
之
、
紹
厳
麩
那
騰
來
」

　
　
　
　
と
あ
る
。

⑳
（
十
月
）
三
日
以
前
織
定
五
節
侮
姫
事

　
　
蔵
入
頭
奉
仰
、
召
仰
可
献
之
公
卿
、
轍
識
圧
　
但
后
妃
・
女
御
・
尚
侍

　
　
可
献
之
、
別
遣
中
使
令
仰
示
　
、
殿
上
舞
姫
、
召
仰
四
位
五
位
有
女
子

　
　
之
者
、
蝋
紙
癬
姫
二
人
、

　
　
蔵
人
式
云
、
頭
不
仰
、
蔵
人
奉
之
、

　
　
　
○
最
初
の
三
行
分
に
「
蔵
入
式
」
と
の
注
記
は
な
い
が
、
『
年
中
行

　
　
　
　
事
抄
撫
十
月
三
日
点
定
五
節
同
仁
事
に
「
蔵
人
式
云
」
「
又
云
」

　
　
　
　
と
し
て
、
こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
じ
儀
式
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
（
十
月
五
日
）
同
日
射
場
初
事

　
　
天
暦
蔵
入
式
云
、
此
日
菊
花
宴
、
七
日
初
射
場
云
々
、

　
　
　
○
関
連
史
料
は
本
文
中
に
言
及
し
た
。

⑳
（
十
月
）
十
日
以
前
定
五
節
行
事
、
蔵
人
奏
聞
事

　
　
蔵
人
式
云
、
奏
聞
後
、
預
門
人
令
出
納
一
人
・
小
舎
人
三
人
、
同
関
件

　
　
　
　
　
　
　
〔
笛
力
〕

　
　
｛
畢
、
文
入
外
記
之
覧
、
大
臣
付
内
侍
也
、

　
　
　
○
『
政
事
要
略
』
巻
二
十
五
に
「
蔵
人
式
云
、
十
日
以
前
蔵
人
頭
定

　
　
　
　
五
節
行
事
、
蔵
人
奏
聞
、
其
後
預
蔵
人
令
出
納
～
人
・
小
舎
人
三

　
　
　
　
人
、
同
関
件
事
」
と
あ
る
。
掲
出
し
た
割
注
に
は
こ
の
あ
と
「
近
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代
、
大
臣
便
付
弁
」
云
々
と
い
う
文
が
つ
づ
く
が
、
「
悟
入
外
記

　
　
　
　
之
筥
」
の
部
分
は
前
掲
し
た
逸
文
⑳
の
分
注
と
類
似
し
て
い
る
の

　
　
　
　
で
、
「
蔵
人
式
」
の
引
用
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

⑳
（
十
月
）
廿
日
典
薬
進
生
地
蚕
糞
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
労
力
〕

　
　
蔵
人
式
云
、
廿
日
以
前
云
々
、
是
奏
聞
、
差
定
煎
地
黄
使
、
冥
罰
↑
甥

⑳
（
十
一
月
中
子
日
）
同
日
夜
菰
節
舞
姫
調
習
事

　
　
蔵
人
式
云
、
先
遣
小
舎
人
、
召
大
寄
云
々
、
垣
下
、
当
日
早
朝
差
之
、

　
　
　
○
隅
年
中
行
事
抄
輪
十
一
月
中
丑
日
五
節
帳
台
試
事
に
「
蔵
人
式
云
、

　
　
　
　
中
子
丑
日
、
於
舞
殿
調
習
舞
姫
」
と
あ
る
。

⑳
（
十
二
月
三
日
）
同
日
三
等
第
文
事

　
　
蔵
人
式
云
、
一
如
六
月
、
焔
一
例
転
割
畷
肚
涛
等
　
篠
加
工
来
年
内
宴
装
束

　
　
〔
新
冠
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
文
〕

　
　
許
又
、
所
例
云
、
奏
殿
上
四
位
以
下
六
位
以
上
装
束
新
又
、
後
下
宣
旨
、

　
　
　
　
　
〔
疋
〕

　
　
人
別
六
人
、
宴
野
糞
、
被
下
宣
行
不
更
行
、

　
　
　
○
こ
の
「
蔵
人
式
」
逸
文
は
磯
撰
集
秘
記
』
が
引
く
『
新
撰
年
中
行

　
　
　
　
事
聴
逸
文
中
に
み
え
既
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
伝
本
『
新
撰
年
中

　
　
　
　
行
事
』
に
よ
り
二
つ
の
「
旧
例
」
の
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判

　
　
　
　
明
し
た
の
で
、
こ
こ
に
掲
出
し
た
。

①
今
江
廣
道
は
じ
め
に
注
④
論
文
は
、
伝
本
門
蔵
人
式
』
に
み
え
る
こ
の
記
載

　
を
聯
威
人
式
」
の
記
事
と
す
る
に
は
都
合
の
悪
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
『
新

　
撰
年
中
行
事
』
や
『
西
宮
記
』
巻
四
の
記
述
に
よ
り
、
今
江
氏
の
指
摘
す
る
よ
う

　
な
不
都
合
は
解
消
す
る
。

②
咽
西
宮
記
』
巻
四
の
七
月
条
冒
頭
に
は
、
　
日
の
窟
政
か
ら
七
日
の
乞
巧
璽
に

　
い
た
る
簡
略
な
記
事
を
掲
げ
た
の
ち
、
「
已
上
見
蔵
人
式
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る

　
の
で
、
こ
れ
ら
が
「
蔵
入
式
」
か
ら
の
一
括
引
用
記
事
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

　
る
。
こ
れ
ら
の
一
括
記
事
は
従
来
の
逸
文
収
集
で
は
見
逃
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

　
る
が
、
古
瀬
奈
津
子
・
山
口
英
男
「
西
宮
三
皇
物
デ
…
タ
ベ
ー
ス
」
（
『
西
窟
記
研

　
究
』
　
　
、
　
九
九
一
年
）
に
拾
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
知
る

　
こ
と
が
で
き
た
。

R
補
記
】

　
槻
雲
州
消
息
』
申
本
（
『
群
書
類
従
』
巻
二
二
八
）
の
宮
内
卿
あ
て
の

書
状
に
は
「
天
暦
御
記
欠
巻
已
多
、
随
申
請
可
三
三
、
為
書
写
也
、
先
日

所
召
延
喜
例
、
御
覧
三
三
、
古
事
記
・
官
旧
事
類
・
本
朝
月
令
等
候
哉
、

如
此
頭
書
以
秘
蔵
為
宗
」
と
あ
り
、
宮
内
卿
よ
り
の
返
書
に
は
「
天
暦
御

記
献
之
、
於
延
喜
例
者
、
一
見
之
後
可
返
上
侍
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
み

え
る
「
延
喜
例
」
は
本
文
で
述
べ
た
「
蔵
人
所
延
喜
例
」
1
1
「
延
喜
例
」
と

同
じ
書
物
を
さ
す
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
藤
原
明
経
（
九
八
九
～
一
〇
六

六
）
晩
年
の
十
一
世
紀
後
半
に
は
、
「
延
喜
例
」
は
「
天
暦
御
記
」
「
官
曹

事
類
」
「
本
朝
月
令
」
な
ど
と
と
も
に
諸
家
に
秘
蔵
さ
れ
、
｝
見
す
る
こ

と
が
困
難
な
秘
書
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
（
宮
内
庁
書
陵
部
主
任
研
究
官
　
來
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